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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　そして、上記の拡散レーザ光(４)は、地盤変位の発生が予測される予測位置(５)に設置
したレーザ光反射板(６)に照射され、図４に示す如くこのレーザ光反射板(６)は拡散レー
ザ光(４)を反射する。反射された反射波(７)は検出器(８)に受光され、この検出器(８)に
よって受光した反射波(７)とレーザ光発振部(１)の照射波(１０)との位相のズレを測定機
構(１１)で測定し、レーザ光発振部(１)とレーザ光反射板(６)の距離を計測する。また、
レーザ光反射板(６)は図１に示す如く、地盤変位の予測される予測位置(５)に設置される
とともに測定機構(１１)、レーザ光発振部(１)等の測定用の部材は、地盤変位の予測され
ない安全な設置位置(９)に設置する。この設置位置(９)は、予測位置(５)とは道(２３)、
河川(２４)等を介した位置であっても、概ね１００ｍ以内であれば設置して計測が可能と
なる。
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